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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

電子申告及びオンライン納税の期限の延長 

2024 年 1 月 12 日、タイ財務省は通達（No.7）を発行し、歳入局のイン

ターネット提出プラットフォームを通じた通常の税務申告、追加的な

税務申告及び納税に係る期限を、当初の期限から 8 日間延長しました

（2021 年 2 月 1 日から 2024 年 1 月 31 日までの申告期限の場合にも、

同様の 8 日間の延長が適用されます）。新たな延長措置は、2024 年 2

月 1 日から 2027 年 1 月 31 日までに期日が到来する申告書に適用され

ます。 

個人所得税 

申告書 延長後の期限 

確定申告書（PND. 90, PND. 91, 

PND. 95） 

翌年の 4 月 8 日まで 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-tax-newsletter-Feb2024-EN.pdf


 

 

中間申告書（PND. 94） 当年の 10 月 8 日まで 

 

法人所得税 

申告書 延長後の期限 

中間申告書（PND. 51） 会計期間の最初の 6 カ月を経過し

た日から 2 カ月及び 8 日以内 

確定申告書（PND. 50, PND. 52, 

PND. 55（監査済みの貸借対照

表、損益計算書、勘定明細な

どを添付）） 

移転価格開示フォーム 

会計期間の終了後 158 日以内 

月次申告書（PND. 54） 課税所得の支払月や利益の送金月

の月末から 15 日以内 

 

源泉税 

 

VAT* 

申告書 延長後の期限 

月次申告書（Por.Por. 30） 翌月の 23 日まで 

月次申告書（Por.Por. 36） VAT 納税義務が生じた月の翌月 15

日まで* 

 
* VAT の納税義務が発生する時期は、取引の種類によって異なります。

商品又はサービスの支払の場合、延長後の期限は支払が行われた月の

末日から計算されます。 

申告書 延長後の期限 

月次申告書（PND. 1, PND. 2, 

PND. 3, PND. 53） 

課税所得の支払月の月末から 15 日

以内 

年次申告書（PND. 1 Gor） 翌年の 3 月 8 日まで 

年次申告書（PND.2 Gor, PND. 3 

Gor） 

翌年の 3 月 8 日まで 



 

 

オークションによる販売の場合、延長後の期限は販売が行われた月の

末日から計算されます（オークション主催者が VAT登録者の資産を売却

する場合）。 

商品の販売又はサービスの提供に 0％の VAT 税率が適用されるが、その

後に商品の所有権又はサービスを受ける権利が移転されてVAT納税義務

が発生した場合、延長された期日は、VAT納税義務が発生した日から 30

日が経過した月の月末から計算されます。 

特定事業税 

申告書 延長後の期限 

月次申告書（Por.Tor. 40） 翌月の 23 日まで 

 

平等教育基金への寄附に関する税制上の優遇措置の延長 

2023 年 12 月 28 日、タイ内閣は、平等教育基金（Equitable Education 

Fund：以下「EEF」）への寄附に対する個人・法人所得税の優遇措置を 5

年間延長する勅令案を承認しました。この優遇措置は、EEF の運営への

寄附を奨励するため、2024 年 1 月 1 日から 2028 年 12 月 31 日までの寄

附に対して適用され、タイ歳入局の電子寄附（以下「e-Donation」）シ

ステムを通じて寄附が行われたかどうかによって適用される優遇措置

が異なります。勅令が発効するには官報に掲載される必要があり、勅

令案の主な内容は以下のとおりです。 

e-Donation システムを通じた寄附 

個人納税者は、EEF 対する実際の現金拠出額の 200％に相当する個人所

得税上の控除を受けることができます（つまり二重控除）。しかし、

歳入法に基づき発行された勅令で認められた他の個人所得税の二重控

除と合わせて、控除可能な寄附金の総額は、歳入法第 47 条(1)から第 47

条(6)で認められた他の控除や手当を考慮した後の個人所得税の課税所

得の 10％を超えることはできません。 

法人及び法人格を有するパートナーシップは、EEF に実際に拠出した金

額（現金又は資産）の 200％を控除することができます。ただし、歳入

法に基づき発行された勅令で認められた他の法人所得税上の二重控除

と合わせて、損金算入可能な寄附金の総額は、歳入法第 65 条(3)(b)に基

づく公益支援寄附金又は公益、教育、スポーツ支援寄附金の控除前の

法人の課税所得の 10％を超えることはできません。 

e-Donation システム以外のチャネルを通じた寄附 



 

 

個人所得税、法人所得税、VAT、特定事業税及び印紙税における免税

は、EEF への拠出に関連する資産の譲渡、物品の販売及び文書の締結か

ら生じる所得に関して、個人、法人又は法人格を有するパートナーシ

ップに適用されます。免税の対象となる資産又は物品の費用は、個人

所得税又は法人所得税の計算において控除することはできません。 

 

代替手段による場合の印紙税申告期間の延長 

2023 年 12 月 27 日、タイ歳入局からの 2 つの印紙税に関する通達

（No68, 69）が発出され、一定の代替手段による印紙税の申告及び納付

が認められる期間が延長されました。 

一定の紙文書については、タイ歳入局のウェブサイトを通じて所定の

書式（Form Or.Sor.9）を提出することにより、当該文書の印紙税をオン

ラインで納付することが認められる期間が延長されます。電子文書の

場合、印紙税を地方歳入支局で現金で納付できる期間が延長されま

す。 

この延長は、2025 年 12 月 31 日までに締結された電子文書及び紙文書

に適用されます（2023 年 12 月 31 日から延長）。 
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Dbriefs 

A series of live, on-
demand and interactive 
webcasts focusing on 
topical tax issues for 
business executives.  

Power of With 

Focus on the power 
humans have with 
machines. 

Tax@hand 

Latest global and 
regional tax news, 
information, and 
resources. 
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